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開会 午前 ９時００分 

 

◎議長開会挨拶 

○議長（円谷忠吉君） 改めまして、おはようございます。 

  平成29年第１回浅川町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  議員各位には、年度末を迎え公私とも何かとご多忙の折ご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、本定例会に町長から提出された議案については、条例の廃止、一部改正が７件、平成28年度各会計補

正予算が５件、平成29年度各会計当初予算が９件、人事が１件、その他２件の合計24件となっており、そのほ

か請願が１件提出されております。 

  また、一般質問は６人で24項目となっており、会期を本日より８日までの７日間とする予定であります。 

  議員各位におかれましては、議案内容をよくご理解いただき、住民福祉の向上を図り、町民の負託に応えら

れますよう十分なご審議をお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長招集挨拶並びに行政報告 

〔町長 須藤一夫君登壇〕 

○町長（須藤一夫君） おはようございます。 

  平成29年第１回定例会を開催いたしましたところ、議員の皆様には何かとご多用の中、全員ご出席をいただ

き、まことにご苦労さまでございます。 

  議案につきましては、ただいま議長から申されたとおりで、平成29年度当初予算を初め、条例の改正、廃止、

平成28年度補正予算、人事案件、その他でございます。慎重審議くださいますようお願いを申し上げて、開会

に当たっての挨拶とさせていただきます。 

  引き続いて、行政報告を申し上げます。 

  平成29年度の職員採用につきまして、ご報告を申し上げます。 

  大卒程度一般行政職３名と短大卒程度資格免許職３名が決定をいたしましたので、お知らせをいたします。 

  まず、一般行政職の１人目ですが、住所、浅川町大字里白石字出シ12番地、氏名、緑川裕也、生年月日、平

成６年９月22日生まれ。２人目は、住所、浅川町大字山白石字曲屋357番地、氏名、川崎裕史、生年月日、平

成６年４月28日生まれ。３人目、住所、浅川町大字東大畑字道ケ作86番地、氏名、角田寛典、生年月日、平成

６年９月22日生まれ。 

  次に、資格免許職、保育士でありますが、１人目、住所、浅川町大字浅川字背戸谷地74番地の１、氏名、須

藤響子、生年月日、平成９年２月８日生まれ、２人目は、住所、郡山市大槻町字六角北12番地２、氏名、橋本

真優、生年月日、平成９年３月13日生まれであります。 

  次に、資格免許職、栄養士ですが、住所、白河市東下野出島字滝本39番地、氏名、鈴木美奈子、生年月日、
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平成３年７月12日生まれ。以上の６名でございます。 

  行政報告といたします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（円谷忠吉君） ただいまの出席議員数は12名であります。定足数に達しておりますので、平成29年第１

回浅川町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（円谷忠吉君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議署名議員の指名 

○議長（円谷忠吉君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、 

    ８番 田 中 重 忠 君 

    ９番 上 野 信 直 君 

 を指名します。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（円谷忠吉君） 日程第２、会期の決定を議題にします。 

  会期及び日程については事務局に朗読させます。 

  議会事務局長、岡部栄也君。 

〔議会事務局長（岡部栄也君）朗読〕 

○議長（円谷忠吉君） 本定例会のため、去る２月24日議会運営委員会が開催されております。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長、笹島亮二君。 

〔議会運営委員長 笹島亮二君登壇〕 
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○議会運営委員長（笹島亮二君） それでは、ご報告申し上げます。 

  平成29年第１回浅川町議会定例会に当たり、去る２月24日に開催いたしました議会運営委員会の協議の結果

を報告いたします。 

  本定例会に町長から提案される案件は、条例の廃止、一部改正が７件、平成28年度各会計の補正予算が５件、

平成29年度各会計の当初予算が９件、人事が１件、その他２件、合わせて24件となっており、このほか請願が

１件提出されております。これらを審議するため、本日３月２日から３月８日までの７日間の会期とすること

になった次第であります。 

  日程については、本日は提案理由の説明、３日は一般質問、６日・７日・８日は議案の審議を行う予定であ

ります。 

  次に、一般質問に当たっては、質問者が６人で24項目となっております。今までとは同じでございますが、

前置き短く、明瞭かつ簡潔に行いながら、建設的立場で議論し、円滑かつ効率的な議会運営にご協力のほどお

願い申し上げます。 

  なお、質問等いろいろ重複する場合もございますので、なるべくそのようなことがないようにお願いいたし

たいと思います。 

  ご報告を終わります。 

○議長（円谷忠吉君） 本定例会の会期は本日から８日までの７日間にしたいと思います。ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（円谷忠吉君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から８日までの７日間に決定しました。 

  なお、審議の状況によっては日程の追加、繰り下げをしたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（円谷忠吉君） 異議なしと認めます。 

  したがって、審議の状況によっては、日程の追加、繰り下げをすることに決定しました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎平成２９年度町長施政方針 

○議長（円谷忠吉君） 日程第３、平成29年度町長施政方針に入ります。 

  町長、須藤一夫君。 

〔町長 須藤一夫君登壇〕 

○町長（須藤一夫君） 平成29年度町政施策の方針と当初予算の提案理由を申し上げます。 

  平成29年度浅川町一般会計を初めとし、上水道事業会計を含めた８つの特別会計の当初予算、各議案の審議

をお願いするに当たり、町政運営に当たっての所信の一端を申し上げ、町民の皆様、議員の皆様のご理解とご

協力をお願いするものであります。 
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  初めに、我が国の経済は、昨年８月に「未来への投資を実現する経済対策」を閣議決定し、一億総活躍社会

の実現の加速、21世紀型インフラの整備、中小企業・小規模事業者及び地方の支援、熊本地震や東日本大震災

からの復興や安全・安心、防災対応の強化を掲げ、長年続いたデフレから脱却し、しっかりと成長していく道

筋をつけることとしております。 

  このような中、国の平成29年度予算の基本的な考え方については、これまでにも増して、構造改革は無論と

して、金融政策に成長志向の財政対策をうまく組み合わせることに留意する必要があるとし、財政健全化への

着実な取り組みを進める一方、基本的な考え方に沿って、一億総活躍社会の実現のため、子育て・介護や成長

戦略の鍵となる研究開発など、重要な政策課題について必要な予算措置を講じるなど、めり張りのきいた予算

編成を目指すとしています。 

  一億総活躍社会は実現段階に入り、誰もが自分の夢を追求できる、誰もが自分の能力を伸ばしていく、誰に

も居場所があって頑張っていける、そういう気持ちになれる日本をつくり上げるため、アベノミクス新・三本

の矢に沿って、その取り組みを加速し、東日本大震災、熊本地震を初め、各地の被害からの復興や防災対応の

強化を着実に進めるとしております。 

  平成29年度予算は、経済・財政再生計画の２年目に当たり、同計画に掲げる歳出改革等を着実に実行し、改

革工程表を十分踏まえて、歳出改革を着実に推進するとの基本的考え方に立ち、その取り組みを的確に予算に

反映する。また、予算編成に当たっては、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き、歳出全般にわたり聖

域なき徹底した見直しを推進する。地方においても国の取り組みと基調を合わせ、徹底した見直しを進める。 

  歳出改革は、経済再生と財政健全化に資するよう、ワイズスペンディングの考え方に立って、公共サービス

の産業化、インセンティブ改革、ＩＴ化など公共サービスのイノベーションという３つの取り組みを中心に、

着実に推進する。引き続き、行政事業レビュー等を通じて各府省の取り組みを後押しするとともに、見える化

の徹底・拡大に取り組む。また、ＰＤＣＡサイクル、実効性を高めるため、点検、評価自体の質を高める取り

組みが重要であり、指標や分析のオープンデータ化を積極的に進めるとともに、政策効果の測定につながる統

計等の充実や早期公表に努める。経済・財政・一体化改革推進委員会においては、改革工程表に沿った諸改革

の進捗状況を検証するとしたところであります。 

  国の一般会計の総額は、あくまでも概算でありますが97兆4,547億円で、28年度当初予算を7,329億円上回り

ましたが、国債発行額は前年度から622億円の減額となり、公債依存率も0.3％減の35.3％となりました。 

  政策的経費でありますが、一般歳出のうち、公共事業関係費では、ほぼ前年同額の５兆9,763億円、最も規

模が大きい社会保障関係費は1.6％増の32兆4,735億円となっております。 

  また、地方財政計画の規模につきましては、1.0％増の86兆6,100億円となりました。 

  地方自治体の財政力の格差を是正する地方交付税は、交付税原資の安定性の向上・充実を図るため、法定率

を見直した上で、総額を適切に確保することを前提として、2.2％減の16兆3,298億円となったところでありま

す。 

  また、平成26年度から平成29年度までの間において適用することとされている国と地方の折半ルールに基づ

き、財源不足を補塡するための臨時財政対策特例加算と臨時財政対策債の発行は、合わせて6.8％増の４兆452

億円となっております。 
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  一方、福島県の平成29年度予算基本方針では、「復興の土台を固める取り組みを進めるとともに、新しい福

島の創造に向けて、さらに一歩踏み出し、攻めの姿勢で取り組む予算を編成する。」とし、平成29年度県にお

ける一般会計当初予算案の総額は、1,636億円、8.7％減の１兆7,184億円となりました。 

  本町の平成29年度一般会計当初予算の総額は31億6,000万円となり、平成28年度当初予算と比べ27.9％、12

億2,000万円の減となりました。 

  歳入から申し上げます。町税は６億3,477万5,000円、2.6％、1,635万1,000円の増となりました。主に個人

町民税、固定資産税の増収が見込まれることによるものであります。地方交付税は12億4,702万8,000円、

0.1％増となりました。震災復興特別交付税は362万8,000円の増が要因であります。使用料及び手数料につき

ましては3,564万8,000円、16.6％減となりました。子育て支援をより充実するため、平成29年度から幼稚園入

園料、授業料を無料とすることとし、これによる幼稚園使用料の減額が要因であります。国庫支出金では２億

9,382万8,000円、25.5％減となりました。社会資本整備総合交付金、公立学校等施設整備事業交付金の減が主

な要因であります。県支出金につきましては２億550万7,000円、31.2％減となりました。森林整備加速化・林

業再生基金事業補助金等の減が主な要因であります。繰入金につきましては、財政調整基金から幼保一体化施

設整備事業分として8,400万円、宅地造成事業特別会計繰り出し分として9,000万円、財源不足分として１億

1,000万円、合計２億8,400万円を繰り入れることといたしました。繰越金は6,000万円を計上し、町債につき

ましては80.8％減の１億7,870万1,000円を計上いたしました。幼保一体化施設整備事業に係る公共施設最適化

事業債７億2,250万円の減が要因であります。 

  次に、歳出について申し上げます。厳しい財政状況の中ではありますが、財源を計画的・重点的に配分し、

幼保一体化施設整備事業、道路網の整備、教育施策等を計上したところであります。主な事業につきましては、

総務費で地方創生事業費に2,805万2,000円を計上し、計画に沿って各事業を推進することとします。民生費で

は、障がい者福祉費扶助費に１億3,919万5,000円、老人福祉費保護措置費に2,132万1,000円を計上しました。

また、幼保一体化施設整備事業に8,768万2,000円を計上し、平成30年４月の開園に向け整備を進めることとし

ます。衛生費では、石川地方生活環境施設組合分賦金で１億2,289万4,000円を計上しました。農林水産業費で

は、農業費で中山間地域等直接支払事業交付金に1,145万6,000円、多面的機能支払交付金に2,644万4,000円を

計上し、また林業振興費で森林再生事業関係委託料に5,200万円を計上し、山林の整備を進めることとしまし

た。 

  土木費では道路維持費で委託料、工事請負費に交付金事業分として４路線、３橋梁分、１億1,400万円、単

独分として維持工事費を含め2,450万円を計上し、道路新設改良費では委託料、工事請負費、公有財産購入費、

補償金に交付金事業分として２路線分9,000万円、単独分として350万円を計上いたしました。また、住宅管理

費において城山第２団地の外壁改修工事設計委託料180万円、維持補修・解体に係る工事請負費に437万5,000

円を計上し、住宅の老朽化に対応することとしました。消防費では、須賀川地方広域消防組合負担金に１億

1,161万9,000円を計上しました。教育費では、事務局費で指導主事、各小学校支援員配置に要する経費として

1,153万1,000円、学校給食費で給食費の半額補助の給食費補助金として1,750万円を計上いたしました。また、

図書館費に3,783万2,000円を計上し、図書館の整備を進めることとします。 

  特別会計への繰り出しに関しましては、第３期の公共下水道事業特別会計には8,150万8,000円、上水道事業
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会計には償還金等に充当する経費等として4,555万6,000円を計上し、宅地造成事業特別会計へ役場庁舎等建設

基金への返済金分等として9,235万7,000円、さらに、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計を初めとした

各特別会計への繰出金も、安定的な事業運営のための経費として、これまで同様に計上をいたしました。 

  以上、厳しい財政状況の中ではありますが、住民福祉の向上に取り組む予算を編成したところであります。 

  次に、特別会計について申し上げます。 

  まず、議案第15号の国民健康保険特別会計予算について申し上げます。 

  予算総額は９億4,672万7,000円となり、2.1％、2,063万3,000円の減額となりました。歳出では、保険給付

費が3.4％減の５億6,526万2,000円、後期高齢者支援金等が0.4％減の8,700万9,000円、介護納付金が14.2％減

の3,920万円の計上となりました。一方、歳入では、国庫支出金が0.9％増の２億1,612万3,000円、療養給付費

等交付金が25.9％減の1,214万7,000円、前期高齢者交付金が0.2％増の１億5,747万8,000円となっております。

これらをもとに平成29年度国民健康保険税を算出しましたところ、2.2％減の２億1,681万3,000円となったと

ころであります。 

  また、議案第16号から議案第21号についてでありますが、宅地造成事業特別会計予算では１億72万円、介護

保険特別会計予算では５億6,889万6,000円、介護サービス事業特別会計予算では3,314万3,000円、農業集落排

水事業特別会計予算では724万8,000円、公共下水道事業特別会計予算では３億1,252万4,000円、後期高齢者医

療特別会計予算では6,167万3,000円となったところであります。 

  以上、上水道事業会計を除く７つの特別会計の予算総額は20億3,093万1,000円となり、平成28年度当初予算

と比べますと4,813万7,000円、2.4％の増となりました。 

  次に、議案第22号の上水道事業会計予算でありますが、３条収益的予算では、原水及び浄水費、人件費、減

価償却費等で１億7,900万3,000円となりました。また、４条資本的予算でありますが、天日乾燥施設建設工事

や配水管布設工事等により１億2,322万9,000円となりました。浅川町地域水道ビジョンに基づき、安定した水

源の確保と施設の維持管理を行い、住民生活に影響を与えないよう努めてまいりたいと考えております。 

  以上が、一般会計予算及び上水道事業会計予算を含めた８つの特別会計予算案の概要であります。 

  私は、町政を担当するに当たり、暮らしづくり、人と文化づくり、産業づくり、基盤づくりの基本的な取り

組みを誠実に実行し、町民全員が笑顔で暮らせる町づくり、そして町民一人一人が住んでよかったと実感でき

る町づくりを目指し、全力を傾注してまいりたいと考えております。 

  町政担当者としての決意と施策の一端を述べ、町民の皆さんの信頼と期待に応えられますよう最大限の努力

をしてまいりますので、議員の皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げ、町政施策の方針と当初予算の提案

理由といたします。よろしくお願いをいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 議案については事前に配付されておりますので、会議規則第38条に基づき朗読を省略い

たします。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１号の上程、説明 
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○議長（円谷忠吉君） 日程第４、町長提案理由の説明を行います。 

  議案第１号 浅川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第１号 浅川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

  本案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、子の範囲の拡大、あわせて介

護休暇の分割取得、介護時間の新設をするものであります。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

  補足説明を担当課長よりいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 担当課長の補足説明。 

  総務課長、久保木正信君。 

○総務課長（久保木正信君） それでは、説明を申し上げます。 

  事前に配付の新旧対照表の１ページをごらんいただきたいと思います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第２号 職員の育児休業に関する条例の一部改正についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第２号 職員の育児休業に関する条例の一部改正について。 

  本案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、関係する条文を改めるものであ

ります。 

  よろしくご審議をお願いします。 

  補足説明を担当課長よりいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 担当課長の補足説明。 

  総務課長、久保木正信君。 

○総務課長（久保木正信君） それでは、説明申し上げます。 

  新旧対照表７ページをごらんいただきたいと思います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第３号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第３号 議会議員等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正についてを議題

とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第３号 議会議員等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正について。 

  本案につきましては、職員の給料の特別調整額について、引き続き平成29年４月１日から30年３月31日まで

100分の10の減額を行うものであります。 

  詳細は担当課長より説明をいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 補足説明。 

  総務課長、久保木正信君。 

○総務課長（久保木正信君） それでは、説明を申し上げます。 

  新旧対照表の14ページをごらんいただきたいと思います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第４号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第４号 浅川町税条例等の一部改正についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第４号 浅川町税条例等の一部改正について。 

  本案につきましては、地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が平成28年11月28日に施行されたこ

とに伴い、浅川町税条例等の一部を改正するものであります。 

  主な改正点ですが、個人町民税では住宅借入金等特別税額控除について適用期限を延長するもの、法人町民

税では法人税割の税率改正の実施時期を延期するもの、軽自動車税では環境性能割の導入時期の延期、これに

伴う規定及び字句の改正をするものあります。 

  なお、補足説明を担当課長よりいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 補足説明。 

  税務課長、菊池三重子君。 

○税務課長（菊池三重子君） それでは、ご説明いたします。 

  新旧対照表の15ページをごらんください。 

〔以下、詳細に説明する〕 
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○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第５号 浅川町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第５号 浅川町国民健康保険税条例の一部改正について。 

  本案につきましては、国民健康保険の制度改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定に用いる金額の改正をす

るものであります。 

  なお、補足説明を担当課長よりいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 補足説明。 

  税務課長、菊池三重子君。 

○税務課長（菊池三重子君） それでは、ご説明いたします。 

  新旧対照表42ページ以降45ページまでの改正です。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第６号 浅川町立幼稚園保育料等に関する条例を廃止する条例を定めることについ

てを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第６号 浅川町立幼稚園保育料等に関する条例を廃止する条例を定めることについ

て。 

  本案につきましては、幼稚園保育料及び入園料を廃止し、平成29年度より無料化とするための条例を制定す

るものであります。 

  以上です。 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第７号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第７号 浅川町特別保育所設置条例を廃止する条例を定めることについてを議題と

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第７号 浅川町特別保育所設置条例を廃止する条例を定めることについて。 

  本案につきましては、浅川町特別保育所を入所児の減等の理由により、平成29年度３月31日をもって廃止す

るため、本条例を制定するものであります。 

  以上です。 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第８号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第８号 浅川町公の施設の指定管理者の指定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第８号 浅川町公の施設の指定管理者の指定について。 

  浅川町公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例第５条の公募の規定によらない選定に基づき、吉田

富三記念館の管理について、指定管理者を指定するものであります。指定管理者となる団体の名称は、現在の

指定管理者である一般財団法人浅川町吉田富三顕彰会で、管理の期間は平成29年度４月１日から平成30年３月

31日までとなります。 

  なお、管理委託料については1,100万円を予定しております。 

  よろしくご審議をお願いします。 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第９号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第９号 平成28年度浅川町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第９号 平成28年度浅川町一般会計補正予算（第４号）。 

  本案につきましては、歳入歳出それぞれ１億1,888万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ44億3,835万2,000円とするものであります。 
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  補正の主なものを申し上げ、提案理由といたします。 

  まず、歳入について申し上げます。町税で町民税が1,450万円の増、固定資産税で1,720万円の増、国庫支出

金では地方創生拠点整備交付金が4,885万円の増、県支出金では農林水産業費県補助金、林業補助金が3,092万

5,000円の減、繰入金で財政調整基金繰入金が１億3,730万円の減、町債で一般補助施設整備等事業債が4,850

万円の増等となっております。 

  次に、歳出ですが、地方創生拠点整備交付金事業が採択になったことから、地方創生事業費が１億970万円

の増、幼保一体化施設整備事業費で事業費がほぼ確定したことから、２億4,271万5,000円の減、予備費では

2,419万5,000円の増額等となっております。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

  詳細説明を担当課長よりいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 補足説明。 

  総務課長、久保木正信君。 

○総務課長（久保木正信君） それでは、ご説明申し上げます。 

  事前に配付の平成28年度浅川町一般会計特別会計補正予算書並びに予算説明書をごらんいただきたいと思い

ます。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１０号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第10号 平成28年度浅川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を議題としま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第10号 平成28年度浅川町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）。 

  本案につきましては、歳入歳出それぞれ1,419万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

９億6,472万8,000円とするものであります。 

  歳入の主なものについては、共同事業交付金1,250万8,000円、繰入金315万3,000円をそれぞれ減額し、次に、

歳出の主なものについては、共同事業拠出金381万円、予備費1,023万9,000円をそれぞれ減額するものです。 

  補足説明を担当課長よりいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 補足説明。 

  保健福祉課長、須藤寿行君。 

○保健福祉課長（須藤寿行君） それでは、補足説明を申し上げます。 

〔以下、詳細に説明する〕 
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○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

  ここで、10時35分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（円谷忠吉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第11号 平成28年度浅川町介護保険特別会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第11号 平成28年度浅川町介護保険特別会計補正予算（第４号）。 

  本案につきましては、歳入歳出それぞれ12万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６

億2,211万6,000円とするものであります。 

  歳入では、繰入金で12万1,000円の減、歳出では、保険給付費、介護サービス等諸費で580万円の減、特定入

所者介護サービス費で300万円の増等となっております。 

  以上です。 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１２号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第12号 平成28年度浅川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を議題とし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第12号 平成28年度浅川町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

  本案につきましては、雨水対策事業に要する予算で9,300万円を地方自治法第213条第１項の規定により、翌

年度に繰り越しするものであります。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

  詳細説明を担当課長よりいたします。 
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○議長（円谷忠吉君） 担当課長の補足説明。 

  建設水道課長、江田豊寿君。 

○建設水道課長（江田豊寿君） それでは、34ページをお開き願います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１３号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第13号 平成28年度浅川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を議題とし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第13号 平成28年度浅川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）。 

  本案につきましては、歳入歳出それぞれ16万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

6,300万円とするものであります。 

  歳入では、一般会計からの繰入金16万4,000円を減額、歳出では総務費、電算処理料を36万3,000円減額、後

期高齢者医療広域連合納付金19万9,000円を増額するものであります。 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第１４号～議案第２２号の一括上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） ここでお諮りします。議案第14号から議案第22号までの平成29年度予算については、こ

れまでの例により一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（円谷忠吉君） 異議なしと認めます。 

  議案第14号 平成29年度浅川町一般会計予算、議案第15号 平成29年度浅川町国民健康保険特別会計予算、

議案第16号 平成29年度浅川町宅地造成事業特別会計予算、議案第17号 平成29年度浅川町介護保険特別会計

予算、議案第18号 平成29年度浅川町介護サービス事業特別会計予算、議案第19号 平成29年度浅川町農業集

落排水事業特別会計予算、議案第20号 平成29年度浅川町公共下水道事業特別会計予算、議案第21号 平成29

年度浅川町後期高齢者医療特別会計予算、議案第22号 平成29年度浅川町上水道事業会計予算、以上の９議案

は、会議規則第37条の規定に基づき一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 
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○町長（須藤一夫君） 議案第14号から議案第22号までの提案理由の説明につきましては、先ほど施政方針の中

で申し上げたとおりであります。よろしくご審議をお願いを申し上げます。 

  なお、補足説明は各担当課長より詳細に行います。よろしくお願いいたします。 

○議長（円谷忠吉君） 議案第14号 平成29年度浅川町一般会計予算について担当課長の詳細説明を求めます。 

  総務課長、久保木正信君。 

○総務課長（久保木正信君） それでは、説明を申し上げます。 

  歳入につきましては私から、歳出につきましては各担当課長から説明をしたいと思います。 

  まず、一般会計予算でございます。予算書の２ページ、３ページをごらんいただきたいと思います。 

〔以下、一般会計歳入について、２ページより詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議会事務局長、岡部栄也君。 

〔岡部議会事務局長、議会費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 総務課長、久保木正信君。 

〔久保木総務課長、総務管理費、文書広報費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 会計管理者、八代敏彦君。 

〔八代会計管理者、会計管理費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 総務課長、久保木正信君。 

〔久保木総務課長、財産管理費、基金費、電子計算費、自治振興費、企画費、広報費、交

通安全対策費、防犯対策費、消費者行政活性化事業費、地方創生事業費について説明す

る〕 

○議長（円谷忠吉君） 税務課長、菊池三重子君。 

〔菊池税務課長、税務総務費、賦課徴収費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 住民課長、坂本高志君。 

〔坂本住民課長、戸籍住民基本台帳費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 総務課長、久保木正信君。 

〔久保木総務課長、選挙管理委員会費、選挙啓発費、統計調査総務費、指定統計調査費に

ついて説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議会事務局長、岡部栄也君。 

〔岡部議会事務局長、監査委員費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 保健福祉課長、須藤寿行君。 

〔須藤保健福祉課長、社会福祉総務費、障がい者福祉費、老人福祉費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 住民課長、坂本高志君。 

〔坂本住民課長、国民年金取扱費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 保健福祉課長、須藤寿行君。 

〔須藤保健福祉課長、地域福祉センター費、コミュニティーセンター費、国民健康保険繰

出金、介護保険繰出金、後期高齢者医療繰出金、児童福祉総務費、母子福祉費、児童福祉
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施設費、保育所費、特別保育所費、放課後児童健全育成事業費、幼保一体化施設整備事業

費、災害救助費、保健衛生総務費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 住民課長、坂本高志君。 

〔坂本住民課長、環境衛生費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 保健福祉課長、須藤寿行君。 

〔須藤保健福祉課長、老人保健費、予防費、健康づくり推進費、母子衛生費、保健センタ

ー費、包括支援センター費、健康増進事業費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 住民課長、坂本高志君。 

〔坂本住民課長、清掃費、上水道費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 農政商工課長、岡部真君。 

〔岡部農政商工課長、労働総務費、共同福祉施設費、勤労者体育センター費、農業委員会

費、農業総務費、農業振興費、水田農業振興費、畜産費、農地費、農業者年金業務委託費、

中山間地域等直接支払事業費、多面的機能支払事業費、林業振興費、森林病害虫対策費、

商工振興費、観光費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） ここで、１時まで昼食のため休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（円谷忠吉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  建設水道課長、江田豊寿君。 

〔江田建設水道課長、土木総務費、道路維持費、道路新設改良費、河川総務費、都市計画

総務費、公共下水道事業費、住宅管理費、定住促進住宅管理費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 総務課長、久保木正信君。 

〔久保木総務課長、常備消防費、非常備消防費、防災費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 学校教育課長兼社会教育課長、小針紀喜君。 

〔小針学校教育課長兼社会教育課長、教育委員会費、事務局費、国際交流費、浅川小学校

費、里白石小学校費、山白石小学校費、浅川中学校費、浅川町学校給食センター費、浅川

幼稚園費、社会教育総務費、公民館費、歴史民俗資料館費、図書館費、保健体育費、町民

運動場費、町民体育館費、町営プール費、武道館費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 農政商工課長、岡部真君。 

〔岡部農政商工課長、農用地等災害復旧費（現年災）、農用地等災害復旧費（単独災）に

ついて説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 建設水道課長、江田豊寿君。 
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〔江田建設水道課長、土木施設災害復旧費について説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 総務課長、久保木正信君。 

〔久保木総務課長、公債費、予備費、給与費明細書、債務負担行為、地方債について説明

する〕 

○議長（円谷忠吉君） 次に、特別会計に入ります。 

  議案第15号 平成29年度浅川町国民健康保険特別会計予算。 

  保健福祉課長、須藤寿行君。 

○保健福祉課長（須藤寿行君） それでは、平成29年度浅川町国民健康保険特別会計予算書並びに予算説明書、

ナンバー２をごらんいただきたいと思います。 

  本案につきましては、補正でも説明しましたが、国保運営協議会にて慎重に審議していただいた結果、妥当

なものであり、原案どおり決定すべきものと認める旨の答申をいただいていることをご報告申し上げます。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議案第16号 平成29年度浅川町宅地造成事業特別会計予算。 

  建設水道課長、江田豊寿君。 

○建設水道課長（江田豊寿君） それでは、158ページをごらんいただきたいと思います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議案第17号 平成29年度浅川町介護保険特別会計予算。 

  保健福祉課長、須藤寿行君。 

○保健福祉課長（須藤寿行君） それでは、平成29年度介護保険特別会計予算の主なものを説明させていただき

ます。168ページをごらんいただきたいと思います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議案第18号 平成29年度浅川町介護サービス事業特別会計予算。 

  保健福祉課長、須藤寿行君。 

○保健福祉課長（須藤寿行君） それでは、引き続き説明させていただきます。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議案第19号 平成29年度浅川町農業集落排水事業特別会計予算。 

  農政商工課長、岡部真君。 

○農政商工課長（岡部 真君） では、198ページになります。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議案第20号 平成29年度浅川町公共下水道事業特別会計予算。 

  建設水道課長、江田豊寿君。 

○建設水道課長（江田豊寿君） それでは、209ページをごらんいただきたいと思います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議案第21号 平成29年度浅川町後期高齢者医療特別会計予算。 

  保健福祉課長、須藤寿行君。 
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○保健福祉課長（須藤寿行君） それでは、222ページをお開きください。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 議案第22号 平成29年度浅川町上水道事業会計予算。 

  建設水道課長、江田豊寿君。 

○建設水道課長（江田豊寿君） それでは、229ページをお開き願いたいと思います。 

〔以下、詳細に説明する〕 

○議長（円谷忠吉君） 以上で詳細説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第２３号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 議案第23号 石川地方生活環境施設組合規約の変更についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、須藤一夫君。 

○町長（須藤一夫君） 議案第23号 石川地方生活環境施設組合規約の変更について。 

  本案につきましては、地方自治法第286条第１項の規定による一部事務組合の規約変更に伴い、各構成町村

議会の議決を要するもので、石川地方生活環境施設組合事業における各町村分担金の負担率を改正するもので

あります。 

  改正は、内規により５年に１度行うものであり、今回は平成27年国勢調査人口及び平成27年度のし尿処理及

びごみ処理の各町村の実績をもとに算出され、平成29年度から新しい負担率が適用となります。 

  なお、浅川町においては算出の結果、現在負担率と変更がなく、15.8％の負担率となっていることを申し添

えます。 

  以上です。 

○議長（円谷忠吉君） 提案理由の説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎請願第１号の上程、説明 

○議長（円谷忠吉君） 日程第５、請願の処理を行います。 

  請願第１号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願についてを議題とします。 

  お諮りします。請願第１号については、会議規則第92条第２項の規定によって委員会の付託を省略したいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（円谷忠吉君） 異議なしと認めます。 

  したがって、請願第１号については委員会の付託を省略することに決定しました。 
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  請願の趣旨について紹介議員の説明を求めます。 

  ２番、金成英起君。 

○２番（金成英起君） それでは、お手元の請願書をごらんになっていただきたいと思います。 

  請願の趣旨を朗読しながら、説明の理由としたいと思います。 

  福島県の最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の請願についてであります。 

  現在の福島県最低賃金は、時間額で726円となっておりますが、政府が目指すとしている全国加重平均1000

円には程遠い金額であり、その水準は2007年からの９年間全国水準で31位と低位にあるなど、県内勤労者の賃

金水準や経済実勢などと比較しても極めて低く、一般的な賃金の実態に見合った十分な水準の引き上げが極め

て重要な課題となっております。 

  つきましては、次の事項について地方自治法第99条の規定により、政府関係機関並びに福島労働局長に対し、

意見書を提出していただきますようお願いいたします。 

  １．福島県最低賃金については、政府が掲げる「年率３％程度を目途に引き上げ、全国平均で1000円を目指

す」との方針に沿って相応の引き上げを行なうこと。 

  ２．福島県の復興促進、労働人口の県外流失に歯止めをかけることを踏まえ、上積みの改正をはかること。 

  ３．中小・地場企業に対する支援策等を強化し、最低賃金の引き上げを行う環境を整備する。 

  ４．一般労働者の賃金引き上げ時期を踏まえ、福島県最低賃金の改定諮問時期を可能な限り早め早期発効に

努めること。 

  以上であります。 

○議長（円谷忠吉君） 紹介議員の趣旨説明は終わりました。 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（円谷忠吉君） 以上で本日の日程は終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

 

散会 午後 ２時３２分 


